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第 536号 

令和 6年(2024年) 

7月 30日 

火曜日 

目 次 

規則 
○ 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

告示 
○ 彩の国だより印刷業務に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 運転者管理システム等のデータ移行業務委託に関する契約の相手方等の公示（会計課） 

○ トヨタ社製四輪車両用純正部品ほか 11品目の単価契約に関する落札者等の公示（会計

課） 
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○ 県道鯨井狭山線の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道越谷野田線の供用の開始（越谷県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 

○ 長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度

額を定める告示（保健体育課） 

○ 選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県選挙管理委員会規程の一部を改正する告示（選挙管理委員会） 
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管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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三
十
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埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
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一
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九
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管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
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別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中
「
保
健
所
長
（
南
部
、
朝
霞
、
鴻
巣
、
狭
山
）
」
を
「
保
健
所
長

（
南
部
、
朝
霞
、
草
加
、
鴻
巣
、
狭
山
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

彩の国だより印刷業務 約1,500,000部×９回 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県県民生活部広報課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和６年７月１日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社きかんし 東京都江東区辰巳２丁目８番21号 

５ 落札金額 

54,285,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年５月10日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

医

療

法

人

慈

勝

会 

木
ノ
内
在
宅
ク
リ
ニ

ッ
ク 

よ
し
お
か
脳
神
経
外

科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

わ
ら
び
内
科
・
循
環

器
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

谷
塚
駅
は
ぎ
わ
ら
内

科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

Ｍ
Ｅ
Ｄ 

Ａ
Ｇ
Ｒ
Ｅ

Ｅ 

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ 

か
す
か
べ 

く
り
は
ら
皮
フ
形
成

外
科 

名 
 

称 

医
療
法
人
慈
勝
会 

 

岡 

宏
起 

髙
橋 

剛
士 

萩
原 

秀
明 

医
療
法
人
Ａ
Ｇ
Ｒ

Ｉ
Ｅ 

栗
原 

健 

開 

設 

者 

名 

桶
川
市
下
日
出
谷
西
三
―
一
四

―
一
三 

和
光
市
南
一
―
三
三
―
二
二 

蕨
市
塚
越
五
―
六
―
三
五 

草
加
市
谷
塚
一
―
一
―
二
三 

春
日
部
市
大
衾
四
九
六
―
四
二

二 熊
谷
市
上
之
二
五
五
九
―
一
八 

所 
 

在 
 

地 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

指

定

年

月
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パ
イ
ン
薬
局 

北
本
薬
局 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
富

士
見
水
谷
店 

河
野
歯
科
医
院 

川
島
デ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
織
弘

会 

お
り
い
歯
科
医

院 世
沢
整
形
外
科 

富
士
見
こ
だ
ま
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
緑
風

会 

あ
お
ぞ
ら
ク
リ

ニ
ッ
ク 

と
き
め
き
在
宅
診
療

所 み
さ
か
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

ス
テ
ラ
メ
ッ
ド
株

式
会
社 

Ｙ
＆
Ｔ
合
同
会
社 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

河
野 

国
興 

片
山 

幸
太
郎 

医
療
法
人
社
団
織

弘
会 

医
療
法
人
崇
維
会 

医
療
法
人
社
団
天

照
会 

医
療
法
人
社
団
緑

風
会 

吉
原 

良
哉 

医
療
法
人
み
さ
か

会 

志
木
市
本
町
五
―
一
九
―
二
一 

Ｍ
・
Ｉ
ビ
ル 

北
本
市
北
本
一
―
一
〇
二
―
Ｂ 

富
士
見
市
水
谷
二
―
八
―
三 

上
尾
市
上
一
四
六
〇
―
一
二 

比
企
郡
川
島
町
伊
草
九
六
―
一 

和
光
市
白
子
一
―
一
一
―
七 

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
二
二
一
六

―
一 

ふ
じ
み
野
市
苗
間
一
―
九
―
三 

ル
シ
ー
ダⅠ

 

一
〇
二
号
室 

幸
手
市
緑
台
一
―
三
―
一
四
増
田

第
七
ビ
ル
二
〇
三
号
室 

八
潮
市
八
潮
六
―
一
六
―
四 

久
喜
市
久
喜
中
央
四
―
九
―
一
一 

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
久
喜
店
五
階 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
四
月

一
日 

平
成
三
十
年
九

月
一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
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ｓ
ｅ
ｅ
ｋ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

つ
む
ぐ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

マ
ザ
ー
ス
和
光 

訪
問
看
護
事
業
所
Ｍ

Ｏ
Ｉ 

指
定
訪
問
看
護 

ア

ッ
ト
リ
ハ
航
空
公
園 

き
ら
め
き
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

所
沢
事
業
所 

Ｓ

Ｏ

Ｍ

Ｐ

Ｏ

ケ

ア 

新
座 

訪
問
看
護 

セ
キ
薬
品 

豊
春
店 

セ
キ
薬
局 

春
日
部

米
島
店 

雄
飛
堂
薬
局 

谷
塚

店 フ
ァ
ル
マ
シ
ア
薬
局

入
間
店 

ｓ
ｅ
ｅ
ｋ
株
式
会

社 モ
ー
ド
ケ
ア
株
式

会
社 

株
式
会
社
ケ
ア
ギ

バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン 

株
式
会
社
３
’
ｓ 

ｐ
ｅ
ａ
ｃ
ｅ 

 
 

株
式
会
社
Ａ
Ｔ 

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ウ
ェ
ル
ズ 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア

株
式
会
社 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 株
式
会
社
セ
キ
薬

品 株
式
会
社
雄
飛
堂 

株
式
会
社
フ
ァ
ル

マ
シ
ア 

草
加
市
北
谷
三
―
二
七
―
二
四 

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ブ
一
〇
二
号
室 

入
間
郡
毛
呂
山
町
前
久
保
一
〇
九

―
二
四
ベ
ル
ゴ
ー
ル
ド
ビ
ル
中
井

二
〇
三 

和
光
市
白
子
一
―
二
九
―
一
五 

鶴
ヶ
島
市
松
ケ
丘
五
―
二
七
―
一

一
―
一
〇
三 

所
沢
市
け
や
き
台
二
―
四
二
―
一

一 所
沢
市
御
幸
町
一
一
―
一
豊
栄
ビ

ル
四
階 

新
座
市
野
火
止
六
―
六
―
一
二 

春
日
部
市
道
口
蛭
田
一
八
〇
―
一 

春
日
部
市
米
島
一
一
八
六
―
二
八

〇 草

加

市

谷

塚

一

―

一

―

二

三 
 

Ｅ
Ｑ
Ｕ
ｉ
Ａ
谷
塚 

入
間
市
扇
台
三
―
五
―
一
七 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
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二 

指
定
施
術
機
関 

   

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

こ
う
な
ん 

訪
問
看
護 

ゆ
う 

フ
レ
ア
ス
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
草
加 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
の
ぞ
み 

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ 

Ｆ
Ｌ
Ｏ

Ｗ 

訪
問
看
護 

い

る
ま 

医
療
法
人
仁
和
会 

合
同
会
社
ｗ
ｉ
ｔ

ｈ 株
式
会
社
フ
レ
ア

ス 医
療
法
人
森
田
ク

リ
ニ
ッ
ク 

株
式
会
社
Ｍ
‘
ｚ 

Ｃ
ｒ
ｅ
ｗ 

熊
谷
市
江
南
中
央
二
―
七
―
二 

鶴
ヶ
島
市
藤
金
八
六
五
―
八 

草
加
市
草
加
二
―
一
四
―
二
五 

ド
ミ
ー
ル
イ
ソ
ダ
Ａ
棟
二
〇
二
号

室 狭
山
市
狭
山
台
一
―
一
一
―
六 

パ
レ
ス
狭
山
台
一
〇
二 

入
間
市
東
町
七
―
一
三
―
一
九 

ゴ
ー
ル
ド
ビ
ル
一
〇
二 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

南

山 

惠

利

子 新
井 

誠 

鈴
木 

隼
人 

米
倉 

大
陽 

氏 
 

名 

    

住 

所 

ま
ご
こ
ろ
マ
ッ
サ

ー
ジ
治
療
院 

て
あ
て
在
宅
マ
ッ

サ
ー
ジ 

げ
ん
き
堂
整
骨
院 

ア
リ
オ
深
谷 

は
っ
と
り
接
骨
院

（
与
野
本
町
院
） 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

東
京
都
足
立
区
綾
瀬
二
―
二
〇

―
一
二
イ
ー
ス
ト
ビ
ル
二
〇
二 

飯
能
市
柳
町
九
―
一
七
す
み
や

ビ
ル
二
〇
四 

深
谷
市
上
柴
町
西
四
―
二
―
一

四
ア
リ
オ
深
谷
一
Ｆ 

さ
い
た
ま
市
中
央
区
下
落
合
六

―
一
〇
―
五 

所 

在 

地 

令
和
六
年
五
月

一
日 

令
和
六
年
六
月

十
七
日 

令
和
六
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

指

定

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

   

わ
ら
び
錦
町
内
科 

医
療
法
人
尚
寿
会
狭

山
尚
寿
会
病
院 

名

称 

開
設
者
名
称 

名

称 

名

称 

変

更

事

項 

医
療
法
人 

田
代
内
科 

田
代
内
科 

医
療
法
人 

尚
寿
会 

大

生
病
院 

変

更

前 

医
療
法
人
社
団
わ
ら
び
錦
町

内
科 

わ
ら
び
錦
町
内
科 

医
療
法
人
尚
寿
会
狭
山
尚

寿
会
病
院 変

更

後 

野
口 

綾
乃 

氏

名 

施
術
所 

変

更

事

項 

名

称 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
古
河
中
央

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

変

更

前 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
Ｋ

Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
古
河
市
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

変

更

後 



       

花
尾 

信
一 

神
田 

茂 

池
上 

颯 

 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

 上
尾
市
二
ツ
宮
九
六
四

―
一 

ア
ッ
ピ
―
治
療
院 

東
京
都
足
立
区
港
北
二

―
三
三
―
一
一
―
七 

足
立
カ
ナ
オ
マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
院 

熊
谷
市
石
原
八
〇
四
―

一
三
サ
ン
ラ
イ
ズ
石
原
―

一
〇
二
号 

 上
尾
市
浅
間
台
四
―
二

三
―
一
〇
ア
ヴ
ァ
ン
セ
上

尾
二
〇
六 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ
ッ
サ
ー

ジ
上
尾
施
術
所 

東
京
都
北
区
中
里
二
―

三
―
三
久
喜
ビ
ル
三
〇

五 Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
Ａ
ｇ
ｅ
治
療
院 

駒
込 

熊
谷
市
久
保
島
二
三
〇

六 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
医
療
機
関 

医
療
法
人
社
団 

新
仁

会 

川
島
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク 

医

療

法

人 

尚

寿

会 

あ
さ
ひ
病
院 

み
さ
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク あ
お
ぞ
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク 

世
沢
整
形
外
科 

木
ノ
内
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク た
に
あ
い
内
科
医
院 

名 

称 

比
企
郡
川
島
町
大
字
伊
草
九
六
―
一 

狭
山
市
大
字
水
野
五
九
二 

久
喜
市
久
喜
中
央
四
―
九
―
一
一
イ
ト
ー
ヨ

ー
カ
ド
ー
久
喜
店
五
Ｆ 

幸
手
市
緑
台
一
―
三
―
一
四
増
田
第
七
ビ
ル

二
〇
三 

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
二
二
一
六
―
一 

桶
川
市
下
日
出
谷
西
三
―
一
四
―
一
三 

富
士
見
市
上
南
畑
二
四
〇
―
一 

所 
在 

地 

平
成
二
十
九
年
二
月

二
十
八
日 

令
和
六
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
六
月
一
日 

令
和
六
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

さ
く
ら
薬
局 

行
田
店 

北
本
薬
局 

お
ひ
さ
ま
薬
局 

お
り
い
歯
科
医
院 

宝
歯
科
前
谷
診
療
所 

北
本
歯
科
医
院 

行
田
市
北
河
原
五
二
―
二 

北
本
市
北
本
一
―
一
〇
二
―
Ｂ 

志
木
市
本
町
五
―
二
二
―
二
九
志
木
家
具
セ

ン
タ
ー
一
階 

和
光
市
白
子
一
―
一
一
―
七 

三
郷
市
戸
ヶ
崎
三
―
五
一
五 

和
光
市
新
倉
一
―
二
―
六
七
和
光
駅
前
ビ
ル

四
Ｆ 

令
和
六
年
六
月
十
日 

令
和
六
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十

一
日 

 

松
下 

宗
馬 

氏 
 

名 

  住
所  

は
っ
と
り
は
り
き
ゅ

う
接
骨
院
（
指
扇

院
） 

 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

 

さ
い
た
ま
市
西
区
指
扇
領

別
所
三
二
七
―
一 

所 

在 

地 

 

令
和
六
年
四
月
三
〇

日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

Ａ
Ｂ
Ｃ
薬
局 

み
か
り
ば
・
小
幡
歯
科

医
院 

名 
 

称 

新
座
市
道
場
一
―
六
―
一
一 

狭
山
市
狭
山
台
三
―
一
三
―
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
六
年
六
月
二
〇
日 

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日 

辞

退

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

医
療
法
人
社
団
恵
養
会
ふ
れ

あ
い
耳
鼻
咽
喉
科 

医
療
法
人 

あ
す
な
ろ
会 

板
倉
医
院 

田
村
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

所
沢
市
西
所
沢
一
―
二
三
―
三 

三
階 

ふ
じ
み
野
市
亀
久
保
三
―
一
二
―

三
六 

春
日
部
市
西
金
野
井
二
九
一
―

一
六
三 

所 
 

在 
 

地 

令
和
六
年
六
月
一
日 

令
和
六
年
四
月
一
日 

令
和
四
年
九
月
一
日 

休

止

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

さ
く
ら
ん
ぼ
薬
局 

名
称 

幸
手
市
幸
手
五

二
六
二
―
四 

所
在
地 

株
式
会
社
メ
デ

ィ
カ
ル
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
六
年
四
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

            

 

山
口
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー 

さ
く
ら
薬
局
行
田
店 

名
称 

所
沢
市
山
口
五
二

五
七
―
三 

行
田
市
北
河
原
五

二
―
二 所

在
地 

介
護
予
防
支
援 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
六
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
六
月
十
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ガ
リ
バ
ー
狭
山
店 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
上
奥
富
六
十
一
―
十
一 

 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機 

代
表
取
締
役 
山
田
昇 

 
 

 
 

 

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ 

代
表
取
締
役 

羽
鳥
裕
介 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
二
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
三
十
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
朝
霞
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
四
―
一
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
西
新
井
宿
字
松
山
八
百
六
十
一
番
一
外
二
十
五
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
十
九
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
〇
三
七
七
三
四
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

  運転者管理システム等のデータ移行業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁 

 目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和６年６月13日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  82,617,920円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第１号に該当 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

  トヨタ社製四輪車両用純正部品ほか11品目の単価契約 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年６月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社コイズミ 東京都板橋区熊野町33番３号 

５ 落札金額 

  44,970,750円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年４月26日 

 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

昌 

行 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

鯨
井
狭
山
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

狭
山
市
柏
原
字
北
本
宿
二
四
九
三
番

二
地
先
か
ら
同
市
柏
原
字
北
本
宿
一

一
二
八
番
五
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

七
・
六
〇
～ 

 
 

 
 

一
五
・
一
一 

七
・
四
六
～ 

 
 

 
 

 
 

一
一
・
七
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
四
六
・
一
二 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

交
差
点
改
良
工
事
に
よ

る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

     



     

 

越
谷
野
田
線 

路 
 

線 
 

名 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
松
伏
字
河
原
町
三
〇
二
七
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
松
伏
字
河
原
町
三
〇
六
二
番
一
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
付
け

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
三
十
五
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
九
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
五
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
五
〇
一
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
六
年
七
月
二
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
〇
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
御
所
谷
二
百
三
十
九
番
一 

 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
二
百
三
十
番
地
十
三 

 
 

岡
田 

侑
、
岡
田 

汐
里 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
六
年
八
月
五
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

令
和
六
年
度
教
育
委
員
会
の
事
務
に
関
す
る
点
検
評
価
報
告
書
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
一
号 

 
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
療
養
者
の
休

業
補
償
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び

最
高
限
度
額
と
し
て
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
齢
階

層
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
額
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
し
、

令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

令
和
五
年
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
三
号
（
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償
に

係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
を
定
め
る
告
示
）
は
、
令
和
六
年
七
月
三
十

一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 

こ
の
告
示
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に

支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償
並
び
に
同
日
前
に
支

給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
で
同
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
に
つ

い
て
適
用
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 
日

吉

 

亨 
 

 
 

 

七
十
歳
以
上 

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満 

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満 

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満 

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満 

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満 

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満 

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満 

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満 

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満 

二
十
五
歳
未
満 

年
齢
階
層 

四
、
〇
六
〇
円 

四
、
〇
六
〇
円 

五
、
八
六
〇
円 

六
、
九
七
五
円 

七
、
二
九
〇
円 

七
、
四
三
三
円 

七
、
二
六
八
円 

七
、
〇
七
八
円 

六
、
七
一
二
円 

六
、
三
八
〇
円 

五
、
八
七
二
円 

最
低
限
度
額 

一
三
、
四
四
二
円 

一
六
、
〇
七
五
円 

二
一
、
三
一
四
円 

二
五
、
三
八
五
円 

二
四
、
九
一
六
円 

二
二
、
八
八
六
円 

二
一
、
九
七
一
円 

二
〇
、
六
四
九
円 

一
七
、
六
一
九
円 

一
四
、
八
四
二
円 

一
三
、
四
四
二
円 

最
高
限
度
額 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
二
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 

一 

日
時 

令
和
六
年
八
月
二
日 

午
後
一
時
三
十
分 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て 

 

イ 

坂
戸
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

 

ウ 

そ
の
他 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
三
号 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
七
月
三
十
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
の
二 

会
議
の
公
開
及
び
傍
聴
に
関
し
て
は
、
委
員
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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